
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
短筒部に軸線方向の複数のケーブル挿通孔を設けるとともに、外周面から各挿通孔に通ず
る切れ目の分離部を設けたゴム製円盤と、短管部の後端部に拡開管端部を設け、各スリー
ブの径を順次小径に形成した複数の短管状スリーブを順次着脱自在に嵌合し、かつ各々の
管壁に設けた切れ目を一線に整列させて嵌合した短管状スリーブ嵌合群からなる孔径調整
短管状スリーブとを備え、前記ケーブル挿通孔の少なくとも一つにケーブルを嵌合し、他
のケーブル挿通孔の一つに前記孔径調整短管状スリーブを嵌合装着し、前記複数の短管状
スリーブのうち、ケーブル引込み用可撓管に引込み布設される光ファイバケーブルの外径
よりも小径の短管状スリーブを取外して、光ファイバケーブル外径に適合する内径の短管
状スリーブ内にファイバケーブルを嵌合することを特徴とする多条布設ケーブル引込み可
撓管端部用止水栓。
【請求項２】
ゴム製円盤を水膨潤ゴム製としたことを特徴とする請求項１の多条布設ケーブル引込み可
撓管端部用止水栓。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、多数条のケーブルが引込み布設されるケーブル用可撓管のケーブル引込み管端
部に装着する止水栓に関するものである。
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【０００２】
【従来の技術】
ケーブル布設用の地下溝、洞道等に布設されるケーブル管内にケーブルを引込むケーブル
管路においては、ケーブル管端の引込み開口とケーブルとの間の間隙から雨水、地下水等
が侵入しないように止水するために、ケーブル管端の開口に止水栓を取り付けてケーブル
管端の引込み開口とケーブルとの間の間隙を閉塞しているが、この止水栓はケーブル管端
開口の内径に適応する外径の円形ゴム盤にケーブル管を挿通する孔を設けた栓体が用いら
れており、そのケーブル管挿通孔の径は、ケーブルの外周を水密に包囲するため布設され
るケーブルの外径に適合する径に構成されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前記のような止水栓は、ケーブル管内に引き込まれるケーブルの径が異なるごとに、それ
ぞれ対応する径のケーブル管挿通孔を有する止水栓を種々用意しなければならないという
問題点がある。殊にケーブル管内に光ファイバケーブルが引き込まれるケーブル管路にお
いては、従来一般のケーブルに比べて光ファイバケーブル外径は細く、種々異なるケーブ
ル外径の各々の差は僅かなので、その僅かな径差ごとにそれぞれケーブル管挿通孔の孔径
が異なる多種の止水栓を用意するのは、取扱い作業が煩雑になるという問題点がある。
【０００４】
本発明は、前記の課題を解決し、種々異なる外径の光ファイバケーブルに適用できるケー
ブル引込み可撓管端部の止水栓を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
前記の課題を解決するために、本発明の多条布設ケーブル引込み可撓管端部用止水栓は、
（１）短筒部２に軸線方向の複数のケーブル挿通孔４、５、１５（図１～６、図９～１２
）を設け、この短筒部２の外周面から各挿通孔に通ずる切れ目の分離部６、７、１６（図
１～６、１０、１１）を設けたゴム製円盤１と、短管部１１の後端部に拡開管端部１２を
設け、各スリーブの径を順次小径に形成した複数の短管状スリーブ１０ａ～１０ｎ（図４
、７、８）を順次着脱自在に嵌合し、かつ各々の管壁に設けた切れ目１３（図２、３、８
、１０、１１）を一線に整列させて嵌合した短管状スリーブ嵌合群からなる孔径調整短管
状スリーブ１０（図１～４、１０、１１）とを備え、前記ケーブル挿通孔の少なくとも一
つにケーブルを嵌合し、他のケーブル挿通孔の一つに前記孔径調整短管状スリーブ１０を
嵌合装着し、前記複数の短管状スリーブ１０ａ～１０ｎのうち、ケーブル引込み用可撓管
に引込み布設される光ファイバケーブルＤの外径よりも小径の短管状スリーブを取外して
、光ファイバケーブル外径に適合する内径の短管状スリーブ内にファイバケーブルＤを嵌
合するように構成したものである。
【０００６】
（２）また、前記（１）のゴム製円盤１を水膨潤ゴム製としたものである。
【０００７】
前記（１）のように構成した本発明の多条布設ケーブル引込み可撓管端部用止水栓は、孔
径調整短管状スリーブ１０の短管状スリーブ嵌合群１０ａ～１０ｎのうち、スリーブ内径
が、ケーブル引込み用可撓管に引き込まれる光ファイバケーブルＤの外径に適合する短管
状スリーブを選択し、それよりも小径の短管状スリーブは嵌合群から抜き取って外し、残
りの短管状スリーブ嵌合群の最内側になった、光ファイバケーブルＤの外径に適合する短
管状スリーブ内に、光ファイバケーブルＤを水密に嵌合させる。この最内側の短管状スリ
ーブ内への光ファイバケーブルＤの嵌入は、短管状スリーブ嵌合群の分離部１３を開き拡
げて最内側に嵌入させる。
【０００８】
前記のようにケーブルと光ファイバケーブルの周面を水密に囲むように取り付けた止水栓
を、ケーブル用可撓管Ｂの開口端部Ｂ 0 （図１、９）に装着して、ケーブル用可撓管開口
端部と各ケーブル外周との間の間隙を閉塞し、雨水、地下水等が侵入しないように止水す
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る。
【０００９】
孔径調整短管状スリーブ１０は、スリーブ径が順次小径の複数の短管状スリーブ１０ａ～
１０ｎを順次着脱自在に嵌合して短管状スリーブ嵌合群を構成したので、ケーブル布設現
場において、光ファイバケーブル外径に適合する内径の短管状スリーブを選択して残し、
それより小径の短管状スリーブを短管状スリーブ嵌合群から抜き取り外す作業が迅速、容
易になる。
【００１０】
短管状スリーブの短管部１１の後端部に設けた拡開管端部１２により、複数の短管状スリ
ーブ１０ａ～１０ｎを順次嵌合する際に各管端を一面に揃えて嵌合することが容易になる
。
【００１１】
また、前記のゴム製円盤１を水膨潤ゴム製としたことにより、水が侵入するとゴム製円盤
１が膨潤してケーブル用可撓管開口端部内周面とケーブル外周面に強く押圧接触し、確実
に止水する。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下本発明の多条布設ケーブル引込み可撓管端部用止水栓の実施の形態を図面により説明
する。本発明の第１の実施の形態を示した図１乃至図８のように、本発明の止水栓はゴム
製円盤１と孔径調整短管状スリーブ１０とにより構成する。図１はその使用状態の軸線方
向縦断面を示し、図２はその前面側を示し、図３は止水栓の前面側を示し、図４はその軸
線方向縦断面を示す。また、図５はゴム製円盤１の前面側を示し、図６はその軸線方向縦
断面を示し、図７は孔径調整短管状スリーブ１０の側面を示し、図８はその後端面を示す
。
【００１３】
前記のゴム製円盤１は、ＳＢＲ、ＡＥゴム等のゴム又は水膨潤ゴム製であり、図５、図６
に示すように、短筒部２の前面Ｆ（図６）側外周に外周環状鍔部３を設け、短筒部２の内
部には、短筒部２を軸線方向に貫通する２個のケーブル挿通孔４、５を設ける。この各ケ
ーブル挿通孔４、５は、ゴム製円盤１の外周面から挿通孔４に通ずるように、短筒部２と
鍔部３に軸線方向の切れ目の分離部６を設け、同様に挿通孔５にもゴム製円盤１の外周面
から通ずる切れ目の分離部７を設ける。また図６に示すように、前記の短筒部２の外周面
と外周鍔部３の背面とを曲面８で連続させ、両ケーブル挿通孔４、５の内周面の径は、前
面Ｆと後面Ｒの開口孔径を小径にし、前面Ｆ側と後面Ｒ側から中央部に向けて内周面の径
が僅かに漸増する（たとえば０．５ｍｍ程度）ような曲面９に形成して、各挿通孔４、５
の内周面を中央部が僅かに太くなる紡錘状に形成する。図６における２ａは両ケーブル挿
通孔４、５間の筒壁部分であり、Ｌ 1 は短筒部２の軸線方向厚さ即ちケーブル挿通孔４、
５の長さである。
【００１４】
前記の孔径調整短管状スリーブ１０は、図７、図８に示すように、ＡＥゴムからなる短管
部１１の後端部Ｒ s に拡開管端部１２を設けたものであり、その軸線方向長さＬ 2 は前記
ゴム製円盤１のケーブル挿通孔５の長さＬ 1 と同じ長さに形成する。ｒ 1 は短管部１１の
外径、ｒ 2 は内径、ｔは短管部１１の厚さ即ち外径ｒ 1 と内径ｒ 2 の差である。この孔径
調整短管状スリーブ１０は、径の異なる複数個の短管状スリーブ１０ａ、１０ｂ、１０ｃ
・・・１０ｎ（図４）を構成し、その短管状スリーブの各々の長さＬ 2 は同一にし、各短
管状スリーブの径（外径ｒ 1 、内径ｒ 2 ）は、各短管状スリーブ１０ａ、１０ｂ、１０ｃ
・・・１０ｎが順次その内側に蜜に嵌合するように、順次小径に形成する。前記の各短管
状スリーブは、図８に示すように、いずれも短管部１１の管壁に切れ目１３を入れて管壁
が開離し得るように構成する。図３、図４の１４は短管状スリーブ内の中空円孔である。
【００１５】
前記の複数個の各短管状スリーブ１０ａ、１０ｂ、１０ｃ・・・１０ｎを順次着脱自在に
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嵌合して、図３、図４に示すように各短管部１１の後端部の拡開管端部１２とともに順次
重なり合って抜け出ないように嵌合し、かつ各短管状スリーブ１０ａ～１０ｎの各々の管
壁の切れ目１３を図２、図３に示すように一線に整列させ嵌合して、短管状スリーブ嵌合
群からなる孔径調整短管状スリーブ１０を形成する。この短管状スリーブ嵌合群の最外側
の短管状スリーブ１０ａ（最も大径の短管状スリーブ）を、前記ゴム製円盤１のケーブル
挿通孔４、５の一方の挿通孔５の内周面に接して嵌合し、この複数個の各短管状スリーブ
１０ａ～１０ｎからなる孔径調整短管状スリーブ１０を、図３、図４に示すように、前記
ゴム製円盤１のケーブル挿通孔５に着脱自在に装着して止水栓Ａを構成する。
【００１６】
前記のように構成した止水栓Ａは、図１、図２に示すように、ケーブル引込み用可撓管Ｂ
の開口端部Ｂ 0 に装着して、この可撓管に引き込まれ布設されるケーブルＣ、光ファイバ
ケーブルＤと可撓管端の開口との間の間隙を雨水、地下水等が侵入しないように水密に閉
塞する。この止水栓の装着は、ゴム製円盤１の一方のケーブル挿通孔４に、分離部６（図
３～６）を開き拡げてケーブルＣを水密に嵌合する。また光ファイバケーブルＥは、その
外径が他方のケーブル挿通孔５に嵌合している孔径調整短管状スリーブ１０の最内側の短
管状スリーブ１０ｎの内径に適合する場合は、各短管状スリーブ管壁の切れ目１３（図２
、３）を拡開して最内側の短管状スリーブ１０ｎ内に水密に嵌合し、このようにケーブル
Ｃと光ファイバケーブルＤの外周に取り付けた止水栓Ａを可撓管Ｂの開口端部Ｂ 0 に押し
込み装着する。
【００１７】
前記光ファイバケーブルＤの外径が最内側の短管状スリーブ１０ｎの内径に適合しない場
合は、前記ケーブル挿通孔５に装着されている孔径調整短管状スリーブ１０の複数個の短
管状スリーブ１０ａ～１０ｎの嵌合群のうち、そのスリーブ内径が、ケーブル引込み用可
撓管に引き込まれ布設される光ファイバケーブルＤの外径に適合するスリーブ内径の短管
状スリーブを選択し、それよりも小径の短管状スリーブは前記嵌合群から抜き取って外す
。たとえば、光ファイバケーブルＤの外径が短管状スリーブ１０ｃの内径に適合する場合
は、前記孔径調整短管状スリーブ１０の複数個の短管状スリーブ嵌合群１０ａ、１０ｂ、
１０ｃ、１０ｄ～１０ｎのうち、１０ｄ～１０ｎを抜き取って外すと、残りの短管状スリ
ーブ嵌合群の最内側になった短管状スリーブ１０ｃの内径が光ファイバケーブルＤの外径
に適合することになるので、この残りの短管状スリーブ嵌合群の分離部１３を開き拡げて
、最内側になった短管状スリーブ１０ｃ内に光ファイバケーブルＤを水密に嵌合させる。
【００１８】
前記のように、ケーブルＣと光ファイバケーブルＤの外周に止水栓Ａを水密に嵌合して、
図１、図２に示すように、ケーブル引込み用可撓管Ｂの開口端部Ｂ 0 に押し込み装着する
ことにより、可撓管開口端部Ｂ 0 と各ケーブル外周との間の間隙を閉塞して雨水、地下水
等が侵入しないように止水する。なお図１、図２において、Ｂ 1 はケーブル引込み用可撓
管Ｂの管端部内周に形成した環状突出部であり、この突出部Ｂ 1 の内周曲面が、前記止水
栓Ａのゴム製円盤１の短筒部２の外周面と外周鍔部３の背面の曲面８を外周から抑えるこ
とにより、ゴム製円盤１が可撓管端部内周面と前記ケーブルＣ、Ｄの外周面との間に弾力
的に水密に嵌合し装着される。
【００１９】
図１、図２において、図示のＥはケーブルＣに取り付けた移動防止具であり、ケーブルＣ
の外周に、内周面に輪状突条を有するカラーＦを介在させて輪状金具Ｇを巻き付けボルト
Ｈで締め付けて固定して、ケーブルＣが可撓管開口端部Ｂ 1 内に入り込み過ぎないように
移動を防止する。前記のように可撓管開口端部Ｂ 0 に装着された止水栓Ａは、ゴム製円盤
１を水膨潤ゴム製とすることにより、水が侵入するとゴム製円盤１が膨潤して可撓管開口
端部部内周面とケーブル外周面に強く押圧接触するので、確実に止水することができる。
【００２０】
図９乃至図１３は、本発明の第２の実施の形態を示し、図１乃至図８と同一符号は同一部
分を示す。この第２の実施形態は、ゴム製円盤１に設けるケーブル挿通孔を、前記第１実
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施形態のように２個のケーブル挿通孔４、５を設けるかわりに、大径の２個のケーブル挿
通孔４、５と小径の１個の光ファイバケーブル挿通孔１５を設け、この小径のケーブル挿
通孔１５に小径の孔径調整短管状スリーブ１０を装着して止水栓Ａを構成した実施形態で
ある。この第２の実施形態のゴム製円盤１は、図１１乃至図１２に示すように、短筒部２
と、前面Ｆ側外周の外周環状鍔部３を設け、短筒部２を軸線方向に貫通し孔内周面径が、
前後両面側から中央部に向けて僅かに漸増する内周曲面を呈する２個のケーブル挿通孔４
、５、およびゴム製円盤１の外周面からケーブル挿通孔４、５に通ずる切れ目の分離部６
、７、短筒部２の外周面の曲面８を設けることは、前記第１実施形態と同様である。ただ
し、この第２の実施形態は、小径の１個の光ファイバケーブル挿通孔１５にも、ゴム製円
盤１の外周面から挿通孔１５に通ずるように、短筒部２と鍔部３に軸線方向の切れ目の分
離部１６を設ける。
【００２１】
また、第２の実施形態の孔径調整短管状スリーブ１０は、その前面を図１１に示し、スリ
ーブ側面を図１３に示したように、前記第１実施形態の孔径調整短管状スリーブ１０と同
様に構成するものであり、ＡＥゴム製の短管部１１の後端部Ｒ s に拡開管端部１２を形成
し、短管部１１の管壁に切れ目１３を設けた短管状スリーブを複数個設け、各スリーブ径
を順次小径に形成して順次着脱自在に嵌合した短管状スリーブ１０ａ～１０ｎの嵌合群に
より孔径調整短管状スリーブ１０を構成する。この第２の実施形態の孔径調整短管状スリ
ーブ１０は、複数個の短管状スリーブの嵌合群１０ａ～１０ｎの最外側の短管状スリーブ
１０ａの外径を前記小径の光ファイバケーブル挿通孔１５に蜜に嵌合する径に形成する。
【００２２】
前記第２の実施形態の止水栓Ａも、前記第１実施形態と同様に、図９、図１０に示すよう
にゴム製円盤１のケーブル挿通孔４、５に、分離部６、７（図１１）を開き拡げてケーブ
ルＣ 1 、Ｃ 2 を水密に嵌合し、孔径調整短管状スリーブ１０の最内側の短管状スリーブ内
に、各短管状スリーブの管壁の切れ目１３を拡開して光ファイバケーブルＤを水密に嵌合
し、このケーブルＣ 1 、Ｃ 2 と光ファイバケーブルＤの外周に取り付けた止水栓Ａをケー
ブル引込み用可撓管Ｂの開口端部Ｂ 0 に装着して、各ケーブルＣ 1 、Ｃ 2 、Ｄと可撓管Ｂ
の開口との間の間隙を雨水、地下水等が侵入しないように水密に閉塞して止水する。
【００２３】
前記の図９、図１０において、可撓管Ｂの管端部内周の環状突出部Ｂ 1 、ケーブルＣ 1 、
Ｃ 2 に取り付けた移動防止具Ｅ 1 、Ｅ 2 、移動防止具のカラーＦ、輪状金具Ｇ、締め付け
ボルトＨは、前記第１実施形態と同様である。
【００２４】
図１４と図１５は、前記第１実施形態の止水栓Ａの別の使用例を示したものであり、図１
４は第１実施形態と同じゴム製円盤１を示し、図１５は使用状態を示し、図１乃至図８と
同一符号は同一部分を示す。この使用例は、前記第１実施形態のゴム製円盤１の２個のケ
ーブル挿通孔４、５に図１５に示すようにケーブルＣ 1 、Ｃ 2 を挿通し、光ファイバケー
ブルは挿通されない場合にも使用できることを示し、この場合は孔径調整短管状スリーブ
１０は省略される。
【００２５】
【発明の効果】
前記のように本発明の多条布設ケーブル引込み可撓管端部用止水栓は、複数のケーブル挿
通孔に通ずる切れ目の分離部を設けたゴム製円盤と、後端部に拡開管端部を設け、各スリ
ーブ径が順次小径の複数の短管状スリーブを順次着脱自在に嵌合し、かつ各々の管壁に設
けた切れ目を一線に整列させて嵌合した短管状スリーブ嵌合群からなる孔径調整短管状ス
リーブとを備え、前記孔径調整短管状スリーブをケーブル挿通孔の一つに嵌合装着して止
水栓を構成し、その複数の短管状スリーブのうち、ケーブル引込み用可撓管に引込み布設
される光ファイバケーブルの外径よりも小径の短管状スリーブを取外し、残りの光ファイ
バケーブル外径に適合する内径の短管状スリーブ内に光ファイバケーブルを嵌合するよう
に構成したので、多条のケーブルの布設現場において、光ファイバケーブル外径に適合す
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る短管状スリーブを選択し、適合しない短管状スリーブを抜き取って、止水栓を光ファイ
バケーブル外周面に水密に適合させる作業を迅速、容易に行うことができる。
【００２６】
また、前記の短管状スリーブ嵌合群は、管壁に設けた切れ目の分離部を一線に整列させた
ので、この分離部を開き拡げることにより、最内側の短管状スリーブ内への光ファイバケ
ーブルの嵌入操作を容易に行うことができ、光ファイバケーブルを損傷するおそれがない
。
【００２７】
また、ゴム製円盤を水膨潤ゴム製とすることにより、水が侵入すると膨潤してケーブル引
込み用可撓管の開口端部内周面とケーブル外周面に強く押圧接触し、可撓管開口端部と各
ケーブル外周との間の間隙を確実に閉塞することができ、雨水、地下水等の侵入を防止す
ることができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態の使用状態の軸線方向縦断面図
【図２】本発明の第１の実施形態の使用状態の前面側を示す図
【図３】本発明の第１の実施形態の止水栓の前面側を示す図
【図４】本発明の第１の実施形態の止水栓の軸線方向縦断面図
【図５】本発明の第１の実施形態のゴム製円盤の前面側を示す図
【図６】本発明の第１の実施形態のゴム製円盤の軸線方向縦断面図
【図７】本発明の孔径調整短管状スリーブの１部破断した側面図
【図８】本発明の孔径調整短管状スリーブの後端面図
【図９】本発明の第２の実施形態の使用状態の軸線方向縦断面図
【図１０】本発明の第２の実施形態の使用状態の前面側を示す図
【図１１】本発明の第２の実施形態の止水栓の前面側を示す図
【図１２】本発明の第２の実施形態の止水栓の軸線方向縦断面図
【図１３】本発明の第２の実施形態の孔径調整短管状スリーブの側面図
【図１４】本発明の止水栓ゴム製円盤の別の使用例の前面側を示す図
【図１５】本発明の止水栓の別の使用例の前面側を示す図
【符号の説明】
１：ゴム製円盤
２：短筒部
４、５、１５：ケーブル挿通孔
６、７、１６：切れ目の分離部
１０：孔径調整短管状スリーブ
１０ａ～１０ｎ：短管状スリーブ
１１：短管部
１２：拡開管端部
１３：切れ目
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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